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業 種 サービス業 

業 務 概 要 労働条件向上，労働災害防止及び労働衛生対策に関する事業 

〔労働関係啓発，健康診断，安全衛生教育〕 

行 動 計 画 期 間 平成２８年４月１日 ～ 平成３３年３月３１日 

行 動 計 画 の 

主 な 内 容 
目標１）計画期間内に，育児休業の取得率を次の水準以上にする。 

    男性職員 … 計画期間中に１人以上取得すること 

女性職員 … 取得率を８０％以上にすること 

〈対策〉 

・平成２８年８月～ 男性も育児休業を取得できることを周知するため，管理職 

を対象とした研修の実施 

・平成２８年１０月～ 育児休業の取得希望者を対象とした講習会の実施 

目標２）小学校入学前までの子を持つ職員の短時間勤務制度を導入する。 

〈対策〉 

・平成２８年８月～ 職員のニーズ把握，検討開始 

・平成２９年４月～ 制度導入 

・平成２９年４月～ 社内広報紙や説明会による職員への短時間勤務制度の周知 

目標３）平成２９年１月までに，所定外労働を削減するため，ノー残業デー

を設定，実施する。 

〈対策〉 

・平成２８年８月～ 職員へのアンケート調査 

・平成２８年１１月～ 各部署ごとに問題点の検討 

・平成２９年１月～ ノー残業デーの実施 

         管理職への研修（年２回）及び社内広報紙による職員への 

周知（毎月） 

目標４）期間雇用者を含む全職員の年次有給休暇の取得率を年間平均５０％

以上とする。 

〈対策〉 

・平成２８年８月～ 年次有給休暇の取得状況を把握する 

・平成２８年１１月～ 計画的な取得に向けて管理職研修を計画期間中に１回行う 

・平成２８年１２月～ 各部署において年次有給休暇の取得計画を策定する 

・平成２９年１月～ 職場内広報紙などでキャンペーンを行う 

本部事務所 健診機関 

ヘルスサポートセンター鹿児島 



こんな両立支援に 

取り組んでいます 

■ 年次有給休暇の取得率５０％以上を目指し，社内報等で推進しています。 

■ 職員が有給休暇を有効に取得できるよう「年次有給休暇の時間単位取得を 

取り入れています。※年間５日（４０時間）以内 


